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社会福祉法人あざ美会 役員等報酬規定 

 

（目的） 

第１条」この規定は、社会福祉法人あざ美会の役員等の報酬について定めるものとする。 

（役員等） 

第２条 前条に規定する役員等とは、次に掲げる者をいう。 

（１）理事 

（２）監事 

（３）評議員 

（４）苦情解決第三者委員 

（５）評議員選任・解任委員会委員 

（６）その他、理事長が必要と認めた者 

（出席報酬） 

第３条 役員が、理事会・評議員会に出席したときは、次により報酬を支給するものとす

る。 

 報酬（日額） 

理事・監事 ５，０００円 

 

２ 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬を支給するものとする。 

 

 報酬（日額） 

評議員 ５，０００円 

 

３ 苦情解決第三者委員が苦情解決委員会に出席したときは、次により報酬を支給するも

のとする 

 

 報酬（日額） 

苦情解決第三者委員       ５，０００円 

 

４ 評議員選任・解任委員会委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、次により

報酬を支給する者とする。 

 

 報酬（日額） 

評議員選任・解任委員会委員        ５，０００円 



５ その他、理事長が必要と認めた者が、会議等に出席したときは、次により報酬を支給

するものとする。 

  報酬（日額） 

理事長が必要と認めた者        ５，０００円 

 

６ 支給にあたっては、所得税法上報酬扱いとし、当法人による源泉徴収後の手取金額と

して支給する。 

（役員及び評議員の勤務報酬） 

第４条 理事が、理事会以外の日において理事長の名命を受けて法人及び施設の運営のた

めの業務にあたった場合、又は評議員が、評議員会以外の日において法人及び施設の運

営のための業務にあたった場合は、次により報酬を支給するものとする。 

 報酬（日額） 

理事及び評議員業務報酬 ５，０００円 

 

２ 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立合及び

運営状況の指導、または監査の業務にあたった場合は、次により報酬を支給するものと

する。 

 

 報酬（日額） 

監事監査指導報酬 ５，０００円 

 

３ 支給にあたっては、所得税法報酬扱いとし、当法人による源泉徴収後の手取金額とし

て支給する。 

 

（報酬の支給方法） 

第５条 報酬については、当該日に現金にて支給するものとする。 

 

 

    附 則 令和２年１月１日から施行する。 

 

 

 

 


